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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第３区分
【発行日】令和1年7月4日(2019.7.4)

【公開番号】特開2019-66177(P2019-66177A)
【公開日】平成31年4月25日(2019.4.25)
【年通号数】公開・登録公報2019-016
【出願番号】特願2018-242358(P2018-242358)
【国際特許分類】
   Ｆ２４Ｃ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ２４Ｃ    7/02     ３３０Ａ
   Ｆ２４Ｃ    7/02     ３３０Ｂ
   Ｆ２４Ｃ    7/02     ３３０Ｄ

【手続補正書】
【提出日】令和1年5月28日(2019.5.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被加熱物を入れて加熱するとともに、上方に観測窓を有する加熱室と、
　前記被加熱物を加熱する加熱手段と、
　前記観測窓を視野範囲として前記被加熱物の温度を検知する赤外線センサと、
　該赤外線センサを収めるとともに、該赤外線センサを臨ませる窓部と、この窓部以外に
外形が円弧状となる円弧状部を有するユニットケースと、
　前記赤外線センサの検知温度に基づき前記加熱手段を制御する制御手段と、を備え、
　前記ユニットケースを回動させることにより、前記窓部を前記観測窓に臨ませる状態と
、前記円弧状部を前記観測窓に臨ませる状態をとることを特徴とする加熱調理器。
【請求項２】
　請求項１において、前記赤外線センサは、前記加熱室の天板の端近傍に配置されている
ことを特徴とする加熱調理器。
【請求項３】
　請求項２において、前記ユニットケースの回動の回転軸は、天板の面と平行的になるよ
うに構成されていることを特徴とする加熱調理器。
【請求項４】
　請求項１において、前記加熱室の後部にファンが配置され、該ファンで付勢される冷却
風が通風路を介して前記赤外線センサに供給されることを特徴とする加熱調理器。
【請求項５】
　請求項１において、前記ユニットケースを回動させるステッピングモータを有すること
を特徴とする加熱調理器。
【請求項６】
　請求項１において、前記赤外線センサは、前記ユニットケースの回動に伴って複数個所
で前記被加熱物の温度を検出することを特徴とする加熱調理器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、被加熱物を入れて加熱すると
ともに、上方に観測窓を有する加熱室と、前記被加熱物を加熱する加熱手段と、前記観測
窓を視野範囲として前記被加熱物の温度を検知する赤外線センサと、該赤外線センサを収
めるとともに、該赤外線センサを臨ませる窓部と、この窓部以外に外形が円弧状となる円
弧状部を有するユニットケースと、前記赤外線センサの検知温度に基づき前記加熱手段を
制御する制御手段と、を備え、前記ユニットケースを回動させることにより、前記窓部を
前記観測窓に臨ませる状態と、前記円弧状部を前記観測窓に臨ませる状態をとるものであ
る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
５１はモータで、モータ５１の向きは、回転軸５１ａと加熱室奥壁面２８ｂと並行となる
ように取り付けられている。そして、回転軸５１ａが後述する筒状のユニットケース５４
を回転（駆動）させることで、ユニットケース５４に収めた赤外線センサ５２を搭載した
基板５３を回転させて赤外線センサ５２のレンズ部５２ａの向きを加熱室底面２８ａの奥
側（加熱室奥壁面２８ｂ側）から加熱室開口部２８ｄの高さ方向に下方から３０％程度ま
での範囲を回転移動して温度を検出できるようにしている。モータ５１はステッピングモ
ータを使用し制御基板２３に設けられた制御部の制御によって回転軸５１ａを正転、逆転
、また回転角度を好みに動作可能となっている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
５５は金属板から成るシャッタである。シャッタ５５は、赤外線センサ５２を使用しない
時に後述する観測窓４４ａを閉じるものである（図７参照）。また加熱室２８の温度がユ
ニットケース５４に伝わるのを防止するために、ユニットケース５４の外周に冷却風を流
せるようにユニットケース５４の外周に沿って隙間を設けた風路５５ｃを形成するように
シャッタ５５を配置し、前記風路５５ｃに冷却風３９流す出入り口となる開口５５ａと開
口５５ｂを設けている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
４４は加熱室２８の内方向に突出した円弧状の観測部で、回転軸５１ａの回転中心と筒状
のユニットケース５４の中心とユニットケース５４の外周に沿って設けられて円弧状に曲
げられたシャッタ５５の円弧の中心と円弧状の観測部４４の各中心位置は全て同一位置と
なっている。４４ａは観測部４４に設けた観測窓で、赤外線センサ５２の検出する視野範
囲となる範囲を開口している。また、マイクロ波加熱時に観測窓４４ａからのマイクロ波
漏洩を防止するために、観測窓４４ａの周囲外側には立上壁（バーリング）４４ｂを２ｍ
ｍ程度設けている。
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【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
マグネトロン３３の発信が安定した後に、前記制御手段はモータ５１の回転軸５１ａを基
準位置に回転するように制御する。回転軸５１ａが基準位置へと回転することでユニット
ケース５４も回転し、赤外線センサ５２のレンズ部５２ａの向きも基準位置の検知点ａを
検知できる位置に回転（図４，図５参照）する。この時、冷却風３９は赤外線センサ５２
のレンズ部５２ａを流れて観測窓４４ａから加熱室２８へと流れるので、レンズ部５２ａ
への汚れ付着を防止している。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
ユニットケース５４を回転することで、被加熱物６０ｃの温度の検出は前述した基準位置
（検知点ａ）からテーブルプレート２４の検知点ｂ、検知点ｃへと進み、さらにユニット
ケース５４が回転するとコップ６０の外側の温度を高さ方向に検知し、検知点ｄから検知
点ｅの温度を検知する。検知点がコップ６０の開口部の頂点に達した後は、被加熱物６０
ｃの表面の温度を検知点ｆで検知し、次にコップ６０の内側の温度を検知点ｇで検知し、
次にテーブルプレート２４の温度を検知点ｈで検知し、終点のドア２の温度を検知点ｉで
検知する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
１　　　加熱調理器
４４　　観測部
４８　　赤外線ケース
４９　　凸部
５０　　赤外線ユニット
５１　　モータ
５２　　赤外線センサ
５４　　ユニットケース
５５　　シャッタ
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